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○東海大学付属札幌高等学校後援会会則 

                        (制定 1975年 4月 1日) 

改訂 2016年 4月 1日 

 

第１章 総 則 

第１条 この会則は，東海大学付属札幌高等学校後援会（以下「本会」という。）

の運営に関する事項を定める。 

第２条 本会の事務所は東海大学付属札幌高等学校内に置く。 

第３条 本会は東海大学付属札幌高等学校の教育振興に寄与し，教育活動を後

援することを目的とする。 

 

第２章 会 員 

第４条 本会は次の会員をもって組織する。 

  (１) 本校在学生徒の保護者 

  (２) 本会の目的に賛同する者で，本校卒業生及びその保護者，東海大学学 

園関係者，その他有志とする。 

 

第３章 役 員 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(１) 会  長  １名  本会を代表し，会務を統括する。 

(２) 副会長  若干名 会長を補佐し，会長に事故あるときはこれに代わ 

る。 

(３) 幹  事  若干名 本会会務を司る。 

(４) 会  計  ２名  本会会計事務を行う。 

(５) 監  査  ２名  会計を監査する。 

第６条 役員の選出は次のとおりとする。 

(１) 幹事は会員の推薦による。 

(２) 会長，副会長は，幹事会の推薦により指名する。 

(３) 会計，監査は，幹事会の推薦により指名する。 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし，再任は妨げない。 

２ 役員に欠員が生じたときは，幹事会が必要に応じて指名する。指名され 

た役員の任期は，欠員が生じた役員の残存期間とする。 

第８条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は，幹事会で推薦し会長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は，会長の諮問に応ずる。 

 



 2 

第４章 事 業 

第９条 本会は第３条の目的達成のため，次の事業を行う。 

(１) 東海大学付属札幌高等学校の教育振興に関する事業 

(２) 生徒の諸活動を援助する事業 

(３) その他本会の目的達成のために必要な事業 

 

第５章 会 議 

第１０条 本会は次の会議を行う。 

(１) 総 会  定期総会は年１回開催し，役員の選任，予算・決算の承認 

並びに重要事項について審議し決定する。 

(２) 役員会 役員会は，会長が必要と認めたとき招集し，会長の諮問に答

える。 

(３) 幹事会 幹事会は，定期幹事会を年１回開催する。会長が必要と認め

た場合，臨時幹事会を開催する。 

２ 会議の議決は，過半数の同意を得るものとする。 

第１１条 本会会則の変更については，総会において出席者の過半数の同意を

得るものとする。 

第１２条 本会に必要な細則は役員会において定める。 

 

第６章 会 計 

第１３条 本会の経費は，会費及び寄付金，その他の収入をもってあてる。 

第１４条 本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

 

第１５条 本会の会費は，生徒ひとりあたり年額１２,０００円（月額 1,000

円）とする。 

第１６条 会計監査は本会の会計を監査し，その結果を総会に報告し，承認を

得なければならない。 

 

付 則 

この会則は，1975年５月 24日から施行する。 

付 則（2016年４月１日） 

この会則は，2016年４月１日から施行する。 

      

      


